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東京都内 地域包括支援センター設置数（令和6年4月末時点）

設置数 うち基幹型の
設置数

うち機能強化型の
設置数

直営型 14か所 3か所 0か所
委託型 452か所 3か所 6か所
合計 466か所 6か所 6か所

※「基幹型」：センターのうち地域の中で基幹的な役割を担い、センター間の総合調整や地域ケア会議等の後方支援な
どの機能を有するセンターをいう。
※「機能強化型」：権利擁護業務や認知症支援等の機能を強化し、当該分野において他のセンターの支援を担当するセ
ンターをいう。
※市町村内にセンターが１か所のみの場合は、「基幹型」「機能強化型」とはみなさない。
※基幹型センター等を市町村本庁の担当課等に設置している場合、センターとしての基準を満たしていればセンター数
に計上する。

設置区市町村数 設置数
ブランチ 6区市町村 34か所
サブセンター 5区市町村 32か所

※「ブランチ」：住民の利便性を考慮し、地域の住民から相談を受け付け、集約した上で、地域包括支援センターにつ
なぐための「窓口」
※「サブセンター」：本所による統括の下、４機能（総合相談支援業務、権利擁護業務、包括的・継続的ケアマネジメ
ント支援業務、介護予防ケアマネジメント業務）を適切に果たす「支所」 4



東京都内における圏域内高齢者数・職員の配置状況
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地域包括支援センター 65歳以上高齢者数
（令和7年4月時点） 職員配置数 職員（包括的支援業務に従事する

者）１人あたりの高齢者数

 東部高齢者はつらつセンター 7,605人 ６人 1,268人

 中部高齢者はつらつセンター 9,677人 ７人 1,383人

 五日市はつらつセンター 6,993人 ６人 1,166人

市内における圏域内高齢者数・職員の配置状況



本市における地域包括支援センターの職員配置の考え方
１ 条例で定める人員

条例で定める人員基準 配置が必要となる最低人員
東部 中部 五日市

①保健師その他これに準ずる者 専従 1 2 1
②社会福祉士その他これに準ずる者 専従 1 2 1
③主任介護支援専門員その他これに準ずる者 専従 1 2 1
上記①～③のいずれかで常勤専従 1 ー 1
上記①～③のいずれかで常勤 1 ー ー

小計 5 ６ ４

(職員の基準及び当該職員の員数)
第3条 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専ら
その職務に従事する常勤の職員及びその員数（中略）は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(省令第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

（―略―）

3 一つの地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね6,000人以上の場合における当該地域包括支援セン
ターに置くべき職員及びその員数は、第1項各号に掲げる者の員数に、別表第1の左欄に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に
応じ、それぞれ同表の右欄に定める員数を加えた員数とする。

担当する区域における第1号被保険者の数 職員及びその員数

 おおむね7,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第3条第1項各号に掲げる者のうちから1人

 おおむね7,000人以上8,000人未満 第3条第1項各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常
勤の職員とする。)

 おおむね8,000人以上9,000人未満 専らその職務に従事する常勤の第3条第1項第1号に掲げる者1人及び専らその職
務に従事する常勤の同項第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

 おおむね9,000人以上 専らその職務に従事する常勤の第3条第1項各号に掲げる者のいずれも1人

別表第1(第3条関係)
(令6条例15・追加)

五日市

東部

中部



３ 委託契約書（仕様書）において定める人員と、現員の比較

２ 地域包括支援センター事業に追加して市独自で委託する業務の人員について

（１）認知症初期集中支援チーム事業
   各センターに事業を委託し、本人や家族、関係者等からの相談を受け、認知症の人や認知症が疑われる
  人と家族を訪問し、必要な医療サービスや介護サービスにつなげていく等の支援を行う。
   市において、月に1度チーム員会議を開催し、認知症の知識を有する医師、認知症疾患医療センター相談
  員、地域包括支援センターの保健師、社会福祉士又は主任介護支援専門員等の専門職で支援検討を行う。

  →事業の委託において、各センターに本事業に従事する専門職を1名配置

（２）生活支援体制整備事業（第2層生活支援コーディネーター）
   担当圏域における高齢者の日常生活支援に資する企画や立案に自発的かつ主体的に取り組むとともに、
  第１層生活支援コーディネーター 及び協議体への提言等を行う。

  →事業の委託において、各センターに本事業に専従する職員を1名配置

仕様書で定める人員基準（R7～）
仕様書に定める最低人員 現員（配置人員）※①

東部 中部 五日市 東部 中部 五日市
条
例
で
定
め
る
人
員

 ①「保健師その他これに準ずる者」常勤専従 1 2 1 （1） 1+(1) （1）
 ②「社会福祉士その他これに準ずる者」常勤専従 1 2 1 1 2 1
 ③「主任介護支援専門員その他これに準ずる者」常勤専従 1 2 1 1 3 1
 ④上記①～③の職種のうち、いずれかで常勤専従 1 - 1 1 - （1）
 ⑤上記①～③の職種のうち、いずれかで常勤 1 - 1 1 - （1）

小計 ５ ６ ５ ５ ７ ５
 ⑥ 「事務職員」 1 1 1 1 1 1
 認知症初期集中支援チーム従事職員 1 1 1 1  - ※② （1）
 第2層生活支援コーディネーター 1 1 1 1 1 1

合計 8 9 8 8 9 8

※① 現員欄（）の表記は、
各職種の「その他これに準
ずる者」を配置している場
合を表します。

※② 専門職が兼任してい
る



新たに配置した第２層生活支援コーディネーターの取り組み体系図

西部圏域 中部圏域 東部圏域

第１層生活支援コーディネーター

地域資源の発掘

第２層生活支援コーディネーター

地域ぐるみの支え合い推進協議体

⇦ ⇦ 通いの場（居場所） ⇨ ⇨

⇦ ⇦  生活支援サービス ⇨ ⇨

地域資源の発掘

地域資源の発掘

地域資源の発掘

⇦ ⇦ ネットワーク構築 ⇨ ⇨

市全域を第１層SCが担
任し、地域資源の発掘
や関係団体
・機関との調整役を担
う。

【第２層SC】
 各圏域の地域包括支援セン
ターに第２層SCを配置。担当
圏域内での
 地域活動の発掘や、関係者
ニーズを収集・活動を１層SC
と共有する。
【第１層SC】
 第２層SCを支援し、市全域
の取り組みへの横展開や、他
自治体等の
 好事例等の共有等、後方支
援を行う。

これまで

これから



例：地域のサロン活動に参
加、気の合う利用者同士で
カラオケサークルを作りた
いというニーズを把握。

例：担当圏域内で、趣味活
動の集まりを発掘・メン
バーを増やしたいニーズを
収集。

例：認知症カフェで当事者
や家族と交流、当事者の会
立ち上げの要望を把握。

第
１
層

第
２
層

自治会・敬老会・高齢者クラブ
などの既存の地域活動の紹介・
実施場所の情報提供等を実施

介護予防リーダーなど、市の取
り組みの活用、事業の紹介等を
実施

他の自治体での事例を収集し、
市の立ち上げ補助金の活用を支
援

取組報告 取組報告 取組報告

３ 地域ぐるみの支え合い推進協議体の今後の役割と進め方について

協
議
体

地域ぐる
み
・各圏域で発掘・把握されたニーズ等について、担当分野の資源活用の提案や、類似情報
等の共有
・他の自治体や担当分野における事例の提供、連携できる施策の提案、助言
・市内の他の圏域に展開可能な取組等の検討・議論

移動手段 生活支援 健康づく
り

草花ボッチャ 雨間ほっと♡

居場所づくり


